
家庭訪販
19,458件  17.1％

電話勧誘販売
10,336件  9.1％

次々販売
4,383件  3.8％
販売目的隠匿
3,257件  2.9％
SF商法

2,815件  2.5％
かたり商法（身分詐称）

2,682件  2.4％
点検商法

2,641件  2.3％
利殖商法

2,515件  2.2％当選商法
2,206件  1.9％

無料商法
2,097件  1.8％

その他
61,640件  54.1％

資料：警察庁「平成20年の犯罪情勢」
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図１－３－１０ 高齢者による犯罪（高齢者の包括罪種別刑法犯検挙人員と犯罪者率）

図１－３－１１ 前科・前歴分類別同居者別
構成比

図１－３－１２ 前科・前歴分類別 親族・
親族以外との関係

○高齢者による犯罪の増加
・近年、高齢犯罪者の増加が著しい。平成２０年では平成１１年と比較すると検挙人員では約３倍、犯
罪者率では約２．３倍（図１－３－１０）。

・高齢犯罪者の生活状況についてみると、過去に前科や受刑歴がある人ほど初犯者と比べ、単身者
が多く、親族や親族以外との接触がない人が多い（図１－３－１１～１２）。

・高齢犯罪者は、約３割が再犯者であるが、社会的な孤立が犯罪を繰り返す要因の一つとなってい
ることが推察される。

○消費契約のトラブル
・高齢者の健康や経済状況、孤独感の不安を巧み
にあおり、親切にして信用させるなど、高齢者
を相手にした「家庭訪販」・「電話勧誘販売」等
の被害や苦情が全国の消費生活センターに数多
く寄せられている（図１－３－１３）。

・身近に相談できる人等がいれば、こうした被害
の未然防止や被害拡大の防止が可能であり、孤
立状態が被害の原因となっている。

図１－３－１３ 契約当事者が70歳以上の販売方
法別相談件数（平成20年度分）



資料：内閣府「高齢者の地域におけるライフスタイルに関する調査」（平成21年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女
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図１－３－１４ 困っている世帯への手助け

４ 「孤立」から「つながり」、そして「支え合い」へと向かう取組

○元気な高齢者を孤立した高齢者の「支え手」に
・「困っている世帯に手助けしたい」と考える高齢者は８割（図１－３－１４）である一方、実際に
「手助けをしている」高齢者は３割にとどまる。

・この「手助けをしたい」高齢者を実際の活動へと引き出すためには、引き出す役割を担う活動の
まとめ役を発掘し養成していくことが重要。また、例えば「地域通貨」のような地域で「支え合
い」を下支えする試み・工夫が必要。
→コラム「さわやか福祉財団のインストラクター養成事業」
→コラム「『共助』の活性化を目指す地域通貨の取組」

○人との「つながり」を持てる機会づくりを
・高齢者の就業の場を確保することは仕事を通じた社会との「つながり」をつくり、「孤立」を防
ぐことに役立つ。

・高齢者が何らかの形で地域や近隣の人との接点をもつことによりふれあいが生まれ、さらには周
囲が高齢者のニーズを把握することができ、「支え合い」を行う端緒となる

→コラム「居場所づくり」（事例：特定非営利活動法人ふらっとステーション・ドリーム等）
→コラム「見守り活動・安否確認」（事例：東京都日野市）

○民と官の「協働」によるネットワークづくりを
・孤立する高齢者の中には、経済的困窮者や社会生活上の困難を抱えた人など行政や専門家が対応
する必要がある場合も少なくない。

・住民・ボランティア・NPOなどの民間と地方自治体や専門家が良好な「協働」関係を築き、そ
れぞれの得意とする活動で対応していくためのネットワークをつくり、支えられる人の視点に
たった柔軟かつ多様な対応が必要。
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みやのかわ商店街振興組合の仕組み

商店街振興組合

おたすけ隊事務局

地域の高齢者等
ボランティア
スタッフ

（地域の住民）

①おたすけ
チケット販売
(800円）

②おたすけサービ
ス（家事援助・配
達など）依頼

③サービス
実施依頼

⑥チケットを商
品券（500円）
に交換

⑦商品券で
買い物

⑤チケット支払い

④おたすけサービス実施

手数料300円
は事務局へ

〔コラム３：高齢社会の支え手をいかにして増やすか〕
～「現場主義」「複眼的思考」「フォローアップ」を重視した

地域活動のリーダー育成の取組（公益財団法人さわやか福祉財団の取組）～

○地域活動を立ち上げるリーダーの人材不足はどこの地域でも課題となっている。
○ここでは、地域の市民グループの立ち上げを支援する「さわやかインストラクター養成研修」
（公益財団法人さわやか福祉財団）の取組を紹介。

・これまでに地域でふれあいボランティア団体やNPOを立ち上げた経験者たちが、その経験
を生かして新しい団体の立ち上げを支援していきたいと、自ら手をあげて研修に参加。

・「自分のやり方」に固執しない柔軟な方法論を身につけたリーダーを育てることが目標。研
修の特徴は「現場主義」「複眼的思考」「フォローアップ」。

・研修を受けたインストラクターが地域の他の団体の活動を支援し、さらには養成研修の指導
役として次のインストラクターを育てる。研修を通じて第一線の経験が後輩に手渡され、支
え合いの輪が拡がっていく。

・２００９年現在、１７４名が財団からさわやかインストラクターの委嘱を受けて活動中。

〔コラム４：「共助」の活性化を目指す地域通貨の取組〕
○地域通貨は、①地域の自治会、商店街組合等や市民団体等が発行し、②利用地域が限定さ
れ、③当該地域の中でサービスや財を交換するときに使われる、といった特徴を有してい
る。

○「地域の支え合い」を目的とした地域通貨は、金銭を介した「市場」では活かされないよう
な個人の能力を活用し、「助けてほしい人」と「助けられる人」を直接・間接に結びつける
媒介として機能している。

○ここでは、みやのかわ商店街の商店街振興組合（埼玉県秩父市）の取組を紹介。
・みやのかわ商店街の商店街振興組合では、埼玉県及び秩父市と連携しながら、「ボランティ
アバンクおたすけ隊」という取組を平成１９年から行っている。

・これは、元気な高齢者が援助の必要な高齢者の生活支援を行い、その謝礼を地域の商店で利
用できる地域商品券として受け取る仕組みである。こ
の取組は援助の必要な高齢者等の日常生活の安心確
保、元気な高齢者の介護予防及び地域経済活性化に寄
与する一石三鳥の仕組みとなっている。

・現在では、支援を行うおたすけ隊員は１１１名、地域商
品券を取り扱っている商店は、みやのかわ商店街に限
らず、秩父市全体の４５３店舗に広がっている。



〔コラム５：誰でも気軽に立ち寄れる「居場所」が増えている〕
○自発的な人と人との交流があってこそ、生涯を通じて生き生きと暮らすことができる。誰で
もが気軽に立ち寄って、おしゃべりしたり、お茶を飲んだりして時間を過ごせる場所づくり
を目的とした取組が各地で広がりつつある。

○気軽に立ち寄れる場所タイプや食事や喫茶をメインにしたカフェタイプなどの形態があり、
高齢者向け、多世代対象向けなど対象者も開催頻度も実にさまざまである。

○運営者は、住民グループや特定非営利活動法人、社会福祉協議会が多いが、お寺や社会福祉
法人が主体になっているところもあり、ここでは違うタイプの３つの取組を紹介。

・ニュータウンの団地住民をつなぐ地域のカフェ「ふらっとステーション・ドリーム」（神奈
川県横浜市戸塚区）は毎日オープンのカフェタイプの居場所である。ここには、サロン、カ
レッジ、情報相談コーナーの３つの機能が備わっている。

・商店街の一角にあるみんなの広間「茶話（さわ）やか広間」（千葉県流山市）は市の遊休施
設を活用した場所提供タイプの居場所。平日の午前１０時から午後４時まで、お茶・コーヒー
を飲みながらの癒しの場として、高齢者、障害者、子育て中の
お母さんから子どもまでが自由に集まってくる。（写真）

・地域住民と行政、福祉施設が連携して運営するタイプの居場所
「八城しあわせサロン」（山口県下関市）では、月２回（第１・
３木曜日）サロンを開催。利用者の意見をもとにプログラムを
決定しており、現在は健康チェックや健康づくり体操、食事や
歓談などを行っている。

〔コラム６：見守りや安否確認の取組〕（東京都日野市や（独）都市再生機構等の取組を紹介）
・日野市では、平成１６年、高齢者の生活実態や見守り支援に関する意向等を把握するため、民
生委員が市内に住む高齢者宅を一軒ずつ訪問する「ふれあい訪問調査」を実施し、支援の対
象となりそうな高齢者像を１２パターン、支援の内容を５パターンに整理した。

・その調査結果をもとに、平成１７年度から段階的に、５パターンの支援を提供する「高齢者見
守り支援ネットワーク事業」を開始。

・ボランティアからなる「ふれあい見守り推進員」が高齢者を対象に声かけや見守りを行って
いる。推進委員の見守り方法は２つあり、
①月に１回程度を目安に推進員が玄関先で高齢者に声かけ
②週に１回程度の割合で、郵便受けに何日もたまった新聞がないか等さりげない見守り
を実施している。

・推進員による見守りに加えて、可燃ごみの回収時に見守りを行っている。連続３回ぐらい自
宅前に可燃ごみを出していない世帯については、地域包括支援センターに連絡している。

＊調査及び事業の実施にあたっては、個人情報保護の観点から、市の情報公開・個人情報保護運営審議会において
検討を行ったうえで、調査では調査内容について福祉関係者で情報を共有することに関する同意の署名を得る、
見守り支援ネットワークへの参加希望を確認するなどの配慮をした。
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